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令和７年９月
南　三　陸　町


　南三陸町（以下「町」という。）では、南さんりく斎苑の管理運営業務を効果的かつ効率的に行うため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２４４条の２第３項、南三陸町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１８年南三陸町条例第１１号）第２条及び南三陸町南さんりく斎苑設置及び管理条例（平成１９年南三陸町条例第１２号。以下「条例」という）第８条第１項の規定により、次のとおり当該施設を管理する指定管理者の候補者を募集します。

第１　施設の概要　

１　名称及び位置
　（１）　名　称　　南さんりく斎苑
　（２）　位　置　　宮城県本吉郡南三陸町志津川字下保呂毛１４番地１

２　施設の設置目的
　　町は、公衆衛生及び住民福祉の向上を図るため、墓地、埋葬等に関する法律（昭和２３年法律第４８号）第２条第７項に規定する火葬場として南さんりく斎苑（以下「斎苑」という。）を設置しました。

３　施設の概要等
　（１）　敷地面積　　　　９，５６２．５２平方メートル
　（２）　建築面積　　　　１，００３．７７平方メートル
　（３）　延べ面積　　　　１，０２９．２２平方メートル
　（４）　建築構造等　　　鉄筋コンクリート造２階建
（５）　竣工年月日　　　平成１９年１１月３０日
　（６）　供用開始年月日　平成１９年１２月　１日
　（７）　施設の内容
　　　　①　主要施設
　　　　　　風除室、エントランスホール、告別ホール、炉前ホール、収骨室前室、収骨室（廊下）、待合室２室（廊下）、火葬炉室（火葬炉２基）、操作室、電気室、発電機室、ポンプ室、排気装置室
　　　　②　動物炉関連施設
　　　　　　動物炉室（動物炉１基）、動物炉前ホール・収骨室、待合ホール、倉庫・保冷庫通路
　　　　③　その他主要施設
　　　　　　事務室（僧侶控室含む。）、トイレ、湯沸室、作業員休憩室
　　　　④　その他の施設
　　　　　　残灰室、外部倉庫、動物供養塔、駐車場（バス２台、乗用車２４台）
　　　　⑤　備付備品等
　　　　　　南さんりく斎苑指定管理者業務仕様書（以下「業務仕様書」という。）の
別冊備品等一覧のとおりです。
４　施設利用者数の状況と見込み
　（１）　遺体等の火葬　年間２６０件（見込み）、１日最大４体
　　　　　　（令和６年度実績：２８１件、令和５年度実績２３３件、令和４年度実績２５５件）
　（２）　動物の火葬　　年間　９０件（見込み）、１日最大２頭
　　　　　　（令和６年度実績：９５件、令和５年度実績８４件、令和４年度実績８５件）
　（３）　動物の供養塔　年間　２０件（見込み）
　　　　　　（令和６年度実績：１７件、令和５年度実績１９件、令和４年度実績１４件）

第２　管理運営の条件　

１　管理の基本方針
　　指定管理者は、次の方針に沿って施設の管理運営を行うこととします。
（１）　関係法令、条例、規則等を遵守し、その趣旨を理解したうえで管理を行うこと。
（２）　利用者等の平等な利用を確保し、差別的取扱いをしないこと。
　（３）　利用者の意見・要望を管理運営に適切に反映し、サービス向上に努めること。
　（４）　個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「個人情報保護法」という。）に基づき、個人情報の保護を徹底すること。
　（５）　効率的かつ効果的に管理業務を行い、経費の節減に努めること。

２　指定の期間
　　指定の期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで（５年間）とします。
　（１）　指定の期間は、南三陸町議会での議決を経て、正式に確定します。
　（２）　指定後であっても、指定管理者による管理を継続することが適当でないと認め
られる場合には、法第２４４条の２第１１項の規定により、その指定を取り消し、
又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じることがあります。

３　管理の基準
　　指定管理者は、管理の基本方針のほか、次に掲げる事項を遵守して斎苑の管理運営を行うものとします。
　（１）　休業日
　　　　　斎苑の休業日、は１月１日とします。
　　　　①　指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て休業日以外の日において臨時に休業し、又は休業日において臨時に開業することができます。
　　　　②　本募集要項の「４　指定管理者が行う業務の範囲」（１）の①予約受付業務については、休業日の午前８時３０分から午後５時までの間も受付できる体制をとることとします。
　（２）　開場時間
　　　　　斎苑の開場時間は、午前８時３０分から午後５時１５分までとします。

　　　　　指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て開場時間を変更
することができます。
　（３）　利用料金
　　　　　斎苑の利用者から徴収する利用料金は、指定管理者の収入とします。また利用
料金の額は、条例別表第１及び第２に定める額の範囲内で、あらかじめ町長の承
認を得て指定管理者が定めることになります。
　（４）　個人情報の取扱い
　　　　　指定管理者は、個人情報保護法の規定により、施設の管理に当たって保有する個人情報の取扱いに関して町と同等の責務が課されるほか、後日、町と締結する協定により、町から利用者に関する個人情報の開示の要求があった場合には、これに応じる義務が課せられます。
　（５）　権利の譲渡禁止
　　　　　指定管理者は、後日、町と締結する基本協定によって生じる権利又は義務を第
三者に譲渡し、又は継承させることはできません。
　（６）　一括再委託等の禁止
指定管理者は、施設の管理運営に関する業務（包括的な業務に限る。）の全部又
は一部について、第三者に委託し、又は請け負わせることはできません。ただし、清掃、警備等の管理運営業務の目的を損なわない業務については、この限りではありません。第三者への委託を行う場合には、軽微なものを除き、町の承認が必要です。
　（７）　人員体制
①　指定管理者は、斎苑の管理運営を行うに当たり、火葬業務がある場合は２名
以上の職員体制で臨み、遺族や会葬者の心情に配慮し、公平できめ細やかなサービスの提供に努めてください。また、火葬がない場合は、電話転送を活用しながら、本社などによる予約受付業務も対応可能とします。
②　指定管理者は、指定期間が開始するまでの間に、斎苑に従事する職員に「４指定管理者が行う業務の範囲」で定める業務に係る研修等を行い、万全の体制で臨まなければなりません。なお、斎苑施設・設備について、特に火葬炉の運転に関して南さんりく斎苑火葬炉設備の納入業者等による研修指導があります。また、利用者に対する接遇についても職員に対して十分な研修を行ってください。
　（８）　書類の管理、保存
　　　　　指定管理者が指定管理業務に伴い作成し、受領する文書等は、適正に管理し、会計年度が終了した日の翌日から起算して５年間保存するものとします。

４　指定管理者が行う業務の範囲
　　条例第９条の規定により指定管理者が行う主な業務は次のとおりとし、業務の詳細については、業務仕様書のとおりとします。

　（１）　火葬に関する業務
　　　　①　予約受付業務
　　　　②　火葬許可証確認受理業務
　　　　③　利用許可業務
　　　　④　利用料金徴収業務（※適格請求書（インボイス）の発行を含む）
　　　　⑤　炉前業務
　　　　⑥　火葬業務
　　　　⑦　収骨業務
　　　　⑧　待合室業務
　　　　⑨　火葬済証明（火葬許可証への証明）発行業務
　　　　⑩　分骨証明書発行業務
　　　　⑪　その他火葬に関連する業務
　（２）　施設、設備等の維持管理に関する業務
　　　　①　清掃業務
　　　　②　防火管理及び危険物管理業務
　　　　③　消防用設備等保守点検業務
　　　　④　電気設備保安管理業務
　　　　⑤　自動ドア点検業務
　　　　⑥　機械警備業務
　　　　⑦　火葬炉保守点検業務
　　　　⑧　ヒートポンプエアコン保守点検業務
　　　　⑨　換気機器（全熱交換器）保守点検業務
　　　　⑩　給水ポンプ及び受水槽保守点検業務
　　　　⑪　汚水ポンプ保守点検業務
　　　　⑫　浄化槽保守点検及び清掃業務
　　　　⑬　除草、植栽管理業務
　　　　⑭　除雪業務
　　　　⑮　残骨灰処理業務
　（３）　その他町長が管理運営上必要と認める業務
　　　　①　庶務業務
　　　　②　各種記録業務
　　　　③　定期報告業務
　　　　④　維持管理課題報告業務
　　　　⑤　火葬予定確認業務
　　　　⑥　災害対応業務
　　　　⑦　引継ぎ業務
　　　　⑧　その他


５　自主事業
　　指定管理者は、施設の設置目的を効果的に達成し、又は指定管理者の団体活動を行うために、「４　指定管理者が行う業務の範囲」に掲げた以外の事業を本施設の一部を活用して実施することができます。
　この場合は、南三陸町財務規則（平成１７年南三陸町規則第３２号。以下「財務規則」という。）第１４１条の規定による行政財産の目的外使用の許可の手続きが必要となります。

６　経費の負担区分
　　斎苑の管理運営に要する経費の負担区分は、次のとおりとします。
　（１）　指定管理者が支払う経費
　　　　①　人件費
　　　　②　事務費
　　　　③　光熱水費（燃料費を含む。）
　　　　④　施設・設備等の維持管理経費
　　　　　ア　清掃業務
　　　　　イ　消防用設備等保守点検業務
　　　　　ウ　電気設備保安管理業務
　　　　　エ　自動ドア点検業務
　　　　　オ　機械警備業務
　　　　　カ　火葬炉保守点検業務
　　　　　キ　ヒートポンプエアコン保守点検業務
　　　　　ク　換気機器（全熱交換器）保守点検業務
　　　　　ケ　給水ポンプ及び受水槽保守点検業務
　　　　　コ　汚水ポンプ保守点検業務
　　　　　サ　浄化槽保守点検及び清掃業務
　　　　　シ　除草、植栽管理業務
　　　　　ス　除雪業務
　　　　　セ　残骨灰処理業務
　　　　　ソ　軽微な修繕等
　　　　　タ　消耗品費その他
　（２）　町が直接支払う経費
　　　　①　各施設・設備の大規模な修繕
　　　　②　建物共済保険

７　施設の管理運営費
　（１）　指定管理料
　　　　①　施設の管理運営に関する費用は、斎苑の利用料金及び町が支払う指定管理料をもって充てるものとします。
　　　　②　指定管理料に含まれる経費
　　　　　ア　人件費
　　　　　イ　事務費
　　　　　ウ　光熱水費（燃料費を含む。）
　　　　　エ　施設・設備等の維持管理経費
　　　　　　ａ　清掃業務
　　　　　　ｂ　消防用設備等保守点検業務
　　　　　　ｃ　電気設備保安管理業務
　　　　　　ｄ　自動ドア点検業務
　　　　　　ｅ　機械警備業務
　　　　　　ｆ　火葬炉保守点検業務
　　　　　　ｇ　ヒートポンプエアコン保守点検業務
　　　　　　ｈ　換気機器（全熱交換器）保守点検業務
　　　　　　ⅰ　給水ポンプ及び受水槽保守点検業務
　　　　　　ｊ　汚水ポンプ保守点検業務
　　　　　　ｋ　浄化槽保守点検及び清掃業務
　　　　　　ｌ　除草、植栽管理業務
　　　　　　ｍ　除雪業務
　　　　　　ｎ　残骨灰処理業務
　　　　　　ｏ　軽微な修繕等
　　　　　　ｐ　消耗品費その他
　（２）　指定管理料の決定
　　　　　指定管理料の最終的な額は、指定管理者の提案額を基準として、町と指定管理
者が協議を行い、年度協定書を締結して決定します。
　（３）　支払方法及び経理区分
　　　　①　支払方法
　　　　　　指定管理料は、会計年度（４月１日から翌年の３月３１日まで）ごとに、指定管理者からの請求に基づき分割して支払うこととし、支払時期、回数等については、町と指定管理者で協議して定めます。
　　　　②　経費区分
　　　　　　指定管理者は、指定管理業務に係る経費とその他の業務（法人等の固有業務）に係る経費を区分するとともに、専用の口座で管理することとします。
　（４）　修繕、改修等
　　　　①　斎苑の施設・設備の大規模な修繕等に係る経費は、町の負担とし、日常の管理業務で発生する軽微な修繕等については、指定管理者の負担とします。
　　　　②　大規模な修繕・軽微な修繕の区分は、修繕料の額が１０万円を基準とし、町と指定管理者が協議の上負担の決定をします。
　　　　③　修繕等により更新した施設、設備については、全て町に帰属するものとします。
　（５）　備品及び消耗品
　　　　①　斎苑に町が備え付ける備品及び消耗品（以下「備付備品等」という。）は、業務仕様書で定めるとおりとし、指定管理者に無償で貸与します。指定管理者は、財務規則第１５９条第１項の規定により、常に良好な状態に保管し、効率的に使用しなければなりません。
　　　　②　指定管理者の責により備付備品等を滅失し、又は破損した場合は、備付備品等を指定管理者の負担により原状回復するものとします。ただし、経年劣化等により使用できなくなった場合は、町と指定管理者が協議の上、予算の範囲内で町の負担により更新するものとします。
　　　　③　指定管理者の負担で購入した備品及び消耗品については、指定管理者に帰属するものとします。
　（６）　事故及び火災等
　　　　①　施設・設備等の欠陥又は地震等の災害により事故等が発生した場合については、当該事故等の処理に要する費用は、町の負担とします。
　　　　②　指定管理者が故意又は過失により町又は第三者に損害を与えた場合は、その賠償費用は指定管理者の負担とします。

８　責任分担
　　町と指定管理者のリスク分担は、業務仕様書のとおりとし、詳細は基本協定書で定め
ます。

９　指定管理者の賠償責任
　　指定管理者が南さんりく斎苑の指定管理業務の継続をできなくなった場合又は指定管理業務を放棄した場合において、町又は第三者に与えた損害は、指定管理者がその賠償責任を負わなければならないものとします。

１０　その他
（１）　地域雇用、障害者雇用
　　　　町の雇用対策の一環として、従業者はできるだけ地元から雇用するように努めるとともに、障害者の雇用を促進する観点から、その雇用に努めてください。
（２）　条例が改正された場合の取扱い
　　　　　指定管理者が選定された後において、条例及び同条例施行規則の改正が行われる場合があります。指定管理料に影響を及ぼす改正が行われた場合は、町と指定管理者が協議することとします。
（３）　消費税の適格請求書等の保存方式（インボイス制度）への対応
　　　　指定管理者は適格請求書を７年間保存（法定事項）しなければなりません。



第３　申請の手続等　

１　申請資格等
　　指定管理者の指定申請を行う者は、斎苑の管理運営業務の知識を有し、当該施設の管
理方針に則して管理運営のできる法人その他の団体（以下「法人等」という。）で、次
の（１）に掲げる資格を満たすことを要します。
　　なお、グループ申請を行う法人等は、（２）についても留意してください。
　（１）　申請の資格
　　　　①　宮城県内に事務所又は事業所を有する法人等であって、次の事項に該当しないこととします。
（法人格の有無は問いませんが、個人での応募はできません。）
　　　　　ア　法人等の代表者が、法律行為を行う能力を有しない者であること。
　　　　　イ　法人等の代表者が、破産者で復権を得ない者であること。
　　　　　ウ　法人等又はその代表者が申請時において、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の４第２項（同項を準用する場合を含む。以下同じ。）の規定により、南三陸町の競争入札に参加させないこととされた者であること。
　　　　　エ　法人等又はその代表者が、法第２４４条の２第１１項の規定により、指定管理者の指定の取り消し等を受けたことのある者であること。
　　　　　オ　法人等又はその代表者が、町の指定管理者の指定手続において、その公正な手続を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者であること。
　　　　　カ　法人等又はその代表者が、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）による手続を行っている者であること。
　　　　　キ　法人等の代表者、役員又はその使用人が、刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の３若しくは第１９８条の規定に違反するとして逮捕若しくは送検をされ、又は逮捕を経ないで公訴を提起され２年を経過していない者であること。
　　　　　ク　法人等又はその代表者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）第３条又は第８条第１項第１号の規定に違反するとして、公正取引委員会又は関係機関に認定されて２年を経過していない者であること。
　　　　　ケ　法人等又はその代表者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員又は暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者（以下「暴力団員等」という。）であること。
　　　　　コ　暴力団員等がその事業活動を支配する者であること。
　　　　　サ　法人等又はその代表者が、暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれがある者であること。
　　　　　シ　法人等又はその代表者が、本指定管理者の選定を行う選定委員の属する法人等であること。
　　　　　ス　法人等又はその代表者が、過去２年間の所得税、法人税、事業税、市町村民税、消費税、地方消費税、固定資産税、国民健康保険税等を滞納している者であること。
　　　　②　防火管理者の資格を有している者を配置できること。
　（２）　グループ申請を行う法人等に関する留意事項
　　　　①　複数の法人等がグループを構成して申請を行う場合は、あらかじめグループ結成の協定書により定められた当該代表法人等が申請を行うこと。この場合、代表となる法人等は、当該グループ内での責任割合が最大であること。
　　　　②　グループ構成員のすべてが、前記（１）①及び②の要件を満たすこと。
　　　　③　グループ全体として、前記（１）①及び②の要件を満たすこと。
　（３）　重複応募の禁止
　　　　①　単独で応募した法人等は、グループ申請の構成員になることを禁止します。
　　　　②　グループの構成員は、他のグループの構成員になることを禁止します。

２　募集要項等の配布
　（１）　配布期間　令和７年９月１日(月)から同月１９日(金)まで
（２）　配布時間　午前９時から午後５時まで。ただし、土曜日、日曜日、祝日（以下「週休日等」という。）を除く。
　（３）　配布場所　南三陸町農林水産課　環境係
　　　　　　　　　　〒986-0725　宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田１０１番地
　　　　　　　　　　電　話　０２２６－４６－５５２８
　　　　　　　　　　ＦＡＸ　０２２６－４６－５３４８
　　　　　　　　　　町ホームページ（http://www.town.minamisanriku.miyagi.jp/）
からダウンロードすることができます。郵送を希望する場合は、
郵送先を明記し、３２０円分の切手を貼った返信用封筒（角２
サイズ以上）を同封の上、上記に請求してください。

３　公募説明会
　　指定管理業務の内容、申請方法等についての説明会を次のとおり開催します。申請を
希望する法人等は、原則として説明会に参加してください。
　（１）　日　　時　　令和７年９月１１日（木）午後２時
　（２）　場　　所　　南さんりく斎苑待合室
　（３）　参加人数　　１法人等につき３名以内
　（４）　申込方法　　参加申込書（別紙）を９月９日（火）までに、ファクシミリ
（０２２６－４６－５３４８）で送信してください。

４　質問事項の受付
　　申請に当たって質問がある場合は、受け付けます。
　（１）　質問方法
　　　　①　南三陸町農林水産課環境係に質問書（様式第８号）を持参するか、ファクシミリ又は電子メールで提出してください。
　　　　②　受付期間　令和７年９月１日（月）から同月１６日（火）までの期間の午前９時から午後５時まで（持参する場合は、週休日等を除く。）
　（２）　回答
　　　　①　質問に対する回答は、質問書を受理してからおおむね３日以内で回答します。
　　　　②　回答は、申請を予定している全法人等にファクシミリ又は電子メールにて配
信します。ただし、質問内容が申請団体独自の提案に関するものと判断した場合は、当該法人等のみに回答します。

５　申請書の提出
（１）　受付期間　令和７年９月１日（月）から同月１９日（金）までの期間の
午前９時から午後５時まで（週休日等を除く。）
　（２）　提出先　募集要項等の配布場所に同じ。
　（３）　提出方法　持参のみとします。
　（４）　提出部数　１５部（正本１部、副本１４部）
　　　　※　グループ申請の場合は、指定管理者指定申請書、事業計画書、収支計画書、
グループ構成書、グループ協定書以外の書類は、全て構成員ごとに提出してください。

６　提出書類等
　　申請に当たって提出する書類は次のとおりとし、所定の様式に記入しきれない場合は、
適宜書類を作成することとします。
（１）　提出書類
　　　　①　南三陸町公の施設の指定管理者指定申請書（様式第１号）
　　　　　　グループ申請の場合は、グループ構成書（様式第４号）及びグループ協定書
（様式第５号）を併せて添付してください。
　　　　②　法人又は団体に関する書類
　　　　　ア　定款、寄付行為、規約その他これらに類する書類
　　　　　イ　登記事項証明書　（申請日前３か月以内に交付を受けたもの。）
　　　　　ウ　申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並び
に前事業年度の事業実績報告書及び収支決算書
　　　　　エ　施行令第１６７条の４第２項に該当しない旨を記載した申立書（様式
第６号）
　　　　　オ　団体の役員及び職員名簿
　　　　　カ　常勤従業員及び非常勤従業員（パート、アルバイト等）数が分かる資料
　　　　　キ　設立趣旨、事業内容等、団体の概要がわかるパンフレット等
　　　　③　指定を受けようとする公の施設の事業計画書（様式第２号）
　　　　　　任意様式により、次の書類を提出してください。
　　　　　ア　職員の配置計画
　　　　　イ　職員の勤務体制
　　　　　ウ　職員の経歴書又は採用予定者名簿若しくは職員採用計画
　　　　④　指定を受けようとする公の施設の管理に関する業務の収支計画書（様式第３
号）
　　　　⑤　申請書を提出する日の属する年度を含む過去２年分の納税証明書
ア　法人にあっては、法人税、事業税、市町村民税、消費税及び地方消費税、固定資産税
イ　法人以外の団体にあっては、代表者に係る所得税、事業税、消費税及び地方消費税、市町村民税、固定資産税、国民健康保険税の納税証明書
· 納税義務のない税目がある場合には、納税義務がない旨の申立書（様式第７号）の該当項目にレの上、その理由を記載して提出してください。
　　　　⑥　防火管理者講習会修了証書の写し
　　　　⑦　その他町長が必要と認める書類
　（２）　申請に当たっての留意事項
　　　　①　提出書類は、原則としてＡ４判縦型左綴じとし、正本にはインデックスで書類名を示してください。
　　　　②　提出書類に使用する言語は日本語、通貨単位は円とします。
　　　　③　応募に関し必要となる費用は、応募者が負担してください。
　　　　④　本町が提供する資料等は、申請に係る検討以外の目的で使用することを禁じます。
　　　　⑤　応募者が提出書類に虚偽の記載をした場合は、応募を無効とします。
　　　　⑥　提出された書類は、いかなる理由があっても返却しません。
　　　　⑦　提出された書類は、本指定管理者選定の実施に関する報告等のため必要な場合及び次の⑧に該当する場合を除き、応募者の許可を得なければ公表しません。
　　　　⑧　提出された書類は、南三陸町情報公開条例（平成１７年南三陸町条例第１２号）に基づく情報公開請求の対象となります。
　　　　⑨　町は、提出された書類を補足する資料の提出を求める場合があります。

７　申請の辞退
　　申請後に辞退するときは、辞退届（任意様式）を提出してください。





第４　指定管理者の候補者の選定　

１　選定方法
　　応募者から提出のあった書類について、南三陸町公の施設の指定管理者審査委員会設置要綱（平成１８年南三陸町告示第２１号）に基づき設置された審査委員会において、応募者から提出のあった書類について、２の審査基準に従い審査を行い、最も高い点数であった団体を指定管理者候補者として選定します。
　（１）　申請団体から提案のあった収支計画書の金額が町の見積もった金額を超えている場合は、次により協議を行うものとします。（選定の際の提案価格の審査は、令和３～７年度の指定管理料の合計の提案額で行います。）
　　　　①　町は、指定管理者候補者を選定した後、指定管理者候補者と町の見積もった
金額の範囲内で協議を行います。この場合において、指定管理者候補者が提出した事業計画の変更は認められないものとします。
　　　　②　上記①の協議の結果、町の見積もった金額の範囲内で指定管理者候補者との
協議が不調に終わった場合、町は、審査委員会の審査時に指定管理者候補者の次に高い点数であった団体と町の見積もった金額の範囲内で協議を行います。この協議が不調の際は、審査委員会の審査時の点数の順に、それぞれの団体と協議を行います。この場合においても、申請時の事業計画の変更は認められないものとします。
　　　　③　上記①又は②の協議を行った結果、町の見積もった金額の範囲内で協議が整
わない場合には、全ての申請団体に対して、町の見積もった金額を提示し、改めて事業計画書と収支計画書の提出を求め、提出された事業計画の審査を行い、指定管理者候補者を選定します。
　（２）　指定管理者候補者は、議会の議決を経た後に町長が指定管理者として指定する
ことになります。
　（３）　候補者の選定に当たり審査委員会が必要と認めたときは、申請団体に説明を
　　　　求める場合があります。
　（４）　審査の結果、指定管理者としてふさわしい団体がないと認められる場合、該当
者なしとすることがあります。
　（５）　審査の結果については、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）に基づく
異議申立て又は行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）に基づく訴えの
提起をすることができません。

２　審査基準
　（１）　住民の平等な利用が確保されるものであること。
　　　　・　施設の設置目的の理解度及び施設の管理運営の基本的考え方（公共性の確保、
法令遵守）
　　　　・　平等な利用を図るための具体的取組み

　（２）　利便性、サービスの向上が図られているか。
　　　　・　利用者の意見や要望等の把握と反映
　（３）　施設の利用を最大限に発揮できるものであるか。
　　　　・　効果的かつ適正な管理運営の具体的取組
　　　　・　施設、設備等の維持管理の内容と水準
　（４）　施設の管理経費の縮減が図られているか。
　　　　・　施設の管理運営に係る経費積算の内容と妥当性
　　　　・　経費の縮減を図るための具体的取組み及び実現の可能性
　（５）　施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しているか。また、確保できる見込があるか。
　　　　・　施設を安定的に管理運営できる人的体制（従業員数、経験の有無）
　　　　・　施設を安定的に管理運営できる財政的基盤
　　　　・　類似施設の運営実績
　（６）　業務を通じて取得した個人情報についての保護管理体制が整備されているか。
　　　　・　条例、規則に沿った保護、管理への取組み
　（７）　その他

３　審査対象からの除外
　　申請者が次のいずれかに該当した場合は、当該申請者を審査対象者から除外します。
　（１）　審査委員又は関係町職員と本件提案について接触した事実が認められた場合。
ただし、公募説明会への出席や質問等の正当な行為を除く。
（２）　審査委員会の審査に関して不当な要求等を申し入れた場合
　（３）　この要項に違反する行為又は不正な行為があった場合

４　審査結果の通知
　　審査の結果については、結果にかかわらず申請者全員に文書で通知します。

第５　指定管理者の指定と協定の締結　

１　指定管理者の指定
　　指定管理者候補者に選定された団体について、町は法の規定により、指定管理者に指
定する議案を令和７年度南三陸町議会１２月会議に付議する予定です。
　　議会の議決を得られない場合、指定管理者候補者を指定管理者には指定できません。
この場合、町は一切の損害賠償責任を負わないものとします。
　（１）　町は、南三陸町議会に付議するまでの間に、指定管理者候補者が何らかの事情により辞退した場合は、審査委員会における審査時に指定管理者候補者の次に高い点数であった団体順に交渉を行うことがあります。
　（２）　町は、南三陸町議会の議決を経るまでの間に、指定管理者候補者を指定管理者に指定することが著しく不適当と認められる事情が生じた場合は、指定管理者候補者としての資格を取り消すことがあります。指定管理者候補者は、この資格を取り消されたことによって生じる損害の賠償等に関する請求は一切できないものとします。

２　協定の締結
　　町が指定管理者候補者を選定したときには、南三陸町議会へ指定管理者の指定の付議を行う前に、町と指定管理者候補者との間で仮協定を締結し、町議会の議決を経た後、
　基本協定を締結します。また、基本協定締結後に町と指定管理者の間で年度協定を締結します。
　　基本協定における締結事項は、次のとおりです。
　（１）　協定の目的に関する事項
　（２）　信義誠実の原則に関する事項
　（３）　指定期間に関する事項
　（４）　準備行為に関する事項
　（５）　関係法令等の遵守に関する事項
　（６）　管理物件の使用、管理に関する事項
　（７）　業務の範囲に関する事項
　（８）　自主事業の実施に関する事項
　（９）　利用時間及び休業日に関する事項
　（10）　会計経理等に関する事項
　（11）　管理施設の修繕費等の負担に関する事項
　（12）　秘密の保持及び個人情報の保護等に関する事項
　（13）　情報公開に関する事項
　（14）　権利の譲渡禁止及び第三者への委託禁止等に関する事項
　（15）　事業計画書、事業報告書等の提出及び実地調査に関する事項
　（16）　指定管理料に関する事項
　（17）　利用料金に関する事項
　（18）　管理業務の停止及び指定の取消しに関する事項
　（19）　原状回復及び業務の引継ぎ等に関する事項
　（20）　管理業務を行うにあたって購入した物品の所有権の帰属等に関する事項
　（21）　事故発生時及び災害発生時の対応に関する事項
　（22）　指定管理者と町のリスクの分担に関する事項
　（23）　協定の変更に関する事項
　（24）　その他町長が必要と認める事項
○　年度協定における締結事項は次のとおりです。なお、年度協定は年度ごとに締結します。
（１）　年度協定の期間
（２）　指定管理料の額及び支払方法
（３）　その他町が必要と認める事項
第６　業務報告・調査等　

　町は、指定管理業務の実施状況を把握し、良好な管理状況を確保するため、指定管理者が仕様に則した運営を行っているか、事業計画で示した業務を履行しているかを、随時の報告や実地の調査により確認します。この場合において、管理が良好でないと認められるときは、町は指定管理者に対し、改善措置を講ずる等の指導を行うものとします。
　なお、状況が改善しないときは、業務の停止命令や指定の取消しを行うことがあります。

第７　資料・様式等　

　本募集要項を補足する資料等は、次のとおりです。
　（１）　申請書等の様式
　　　　①　南三陸町公の施設の指定管理者指定申請書（様式第１号）
　　　　②　事業計画書（様式第２号）
　　　　③　収支計画書（様式第３号）
　　　　④　グループ構成書（様式第４号）
　　　　⑤　グループ協定書（様式第５号）
　　　　⑥　申請資格に係る申立書（様式第６号）
　　　　⑦　納税義務がない旨の申立書（様式第７号）
　　　　⑧　質問書（様式第８号）
　　　　⑨　公募説明会参加申込書（別紙）
　（２）　南さんりく斎苑指定管理者業務仕様書
　（３）　南さんりく斎苑配置図及び平面図
　（４）　南三陸町南さんりく斎苑設置及び管理条例
　（５）　南三陸町南さんりく斎苑設置及び管理条例施行規則

第８　問い合わせ先　

　　南三陸町農林水産課環境係
　　〒986-0725　宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田１０１番地
　　電　　　話　０２２６－４６－５５２８
　　Ｆ　Ａ　Ｘ　０２２６－４６－５３４８
　　Ｅ－mail　kankyou@town.minamisanriku.miyagi.jp






様式第１号（第３条関係）

南三陸町公の施設の指定管理者指定申請書

年　　月　　日

　南三陸町長　　　　　　　様

申請者　所在地
団体名　　　　　　　　　　　　　
代表者氏名　　　　　　　　　　㊞

　南三陸町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第３条の規定により、下記の公の施設の指定管理者の指定を受けたいので、関係書類を添えて申請します。

記

１　公の施設の名称
　　南さんりく斎苑


２　添付書類
　（１）　指定を受けようとする公の施設の事業計画書
　（２）　指定を受けようとする公の施設の管理に関する業務の収支予算書
　（３）　定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
　（４）　法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
　（５）　申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書
並びに前事業年度の事業実績報告書及び収支決算書
　（６）　前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類





様式第２号
年　　月　　日

事　　業　　計　　画　　書

	施設名
	南さんりく斎苑

	法人その他の団体名
	

	所在地
	

	代表者氏名
	

	担当者氏名
	

	電話番号
	

	ＦＡＸ番号
	



　次の事項等について、お考え等をご提示ください。
	１　火葬に関する業務に
　ついて
	· 火葬に関する各業務の対応
· 住民の平等利用の確保について
· 利用者へのサービスの提供について
· 休業日の予約等の受付方法について
· 葬儀会社等との連携について

	２　仕様書等に基づく施設
　の維持管理等について
　（年間の計画を含む。）


	· 火葬場の施設・設備等の維持管理に関する各業務
の対応について
· 環境への配慮について
· 定期的点検等について、年間スケジュール表を作成
してください。（臨時休業日の設定について）

	３　安全管理、緊急時の対応
　について（利用者の安全確保を含む。）

	





	４　施設を運営するための
人員配置について
	· 任意様式により、次の書類を添付してください。
・職員配置計画
　・職員の勤務体制及び勤務条件
　・職員の経歴書又は採用予定者名簿若しくは職員採用
　　計画
　・職員の研修
　・防火管理者及び危険物取扱者と成り得る者の資格を
　　証する書類の写し、又は資格取得予定（計画）


	５　維持管理経費の縮減に
　ついて考慮した点




	

	６　個人情報の保護につい
　て




	

	７　類似施設等の管理運営
　実績について




	· 管理運営を行っている施設（公共施設、民間施設
は問いません）についての概要、管理運営内容

	８　維持管理に必要な事務
　機器等について




	· 事務機器の種類、数量及び導入方法（購入、リース
等）

	９　管理運営にあたって創
　意工夫した点




	

	10　その他、特に強調した
　い点





	


※　記入欄が不足する場合は、本様式を参考に別紙で添付してください。


様式第3号
年　　月　　日

収　支　計　画　書（　　　　　　年度）

所在地　　　　　　　　　　　　　　　
名　称
代表者氏名　　　　　　　　　　　　㊞
連絡先（電話）　　　　　　　　　　　

１　収　　　　入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円
	区　　　　分
	金　　　　額
	備　　　　考

	指定管理料（提案価格）
	
	

	斎苑利用料金
	
	

	自主事業収入
	
	

	合　　　　計
	
	


備考
　①　１年間（１２か月）の収支を記入し、年度ごとに作成してください。（毎年度の収支見込が同額であれば１枚の提出でかまいません。）
　②　金額は、消費税及び地方消費税を含んだ額を記入してください。
　③　斎苑の火葬件数は、各年度３５５件（火葬炉２６０件、動物炉９５件）供養塔利用件数は　
２０件を見込んでおります。
　④　項目は、想定されるものを表記してありますが、必要に応じて加筆・修正を行ってください。
　⑤　参考値：令和７年度当初予算における指定管理料は約９，８００千円です。
２　支　　　　出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円
	区　　　　分
	金　　　　額
	備　　　　考

	職員給料・手当
	
	

	賃金
	
	

	社会保険料等事業主負担金
	
	

	光熱水費（燃料費を含む。）
	
	

	消耗品費
	
	

	修繕料
	
	

	通信費
	
	

	印刷製本費
	
	

	保険料
	
	

	備品費
	
	

	小　計
	
	

	委託料
	清掃業務
	
	

	
	消防用設備等保守点検業務
	
	

	
	電気設備保安管理業務
	
	

	
	自動ドア点検業務
	
	

	
	機械警備業務
	
	

	
	火葬炉保守点検業務
	
	

	
	ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ保守点検業務
	
	

	
	換気機器（全熱交換器）保守点検業務
	
	

	
	給水ポンプ及び受水槽保守点検業務
	
	

	
	汚水ポンプ保守点検業務
	
	

	
	浄化槽保守点検及び清掃業務
	
	

	
	除草・植栽管理業務
	
	

	
	除雪業務
	
	

	
	残骨灰処理業務
	
	

	
	小　計
	
	

	借上料等
	清掃用マットリース料
	
	

	
	ＮＨＫ受信料
	
	

	
	小　計
	
	

	その他
	諸経費
	
	

	
	消費税
	
	

	合　　　　計
	
	


備考　①職員給料は・手当は、正職員（常勤職員）として雇用する者に支払う金額を提示し、賃金
はパート、アルバイト、臨時職員等（非常勤職員）に支払う金額を提示してください。
　②令和８年度の消耗品費には、制服購入費用２人分（夏冬用２着）を、各年度にはＣＭガ
ード８袋（20ｋｇ）、棺受金物２炉分（８個）を見込んでいます。また、５年間で熱電対６
本、業務用大型掃除機用フィルター２回分の交換費用を含みます。
　③修繕料は、必要な経費として各年度１１０千円を計上してください。
　④施設設備の修繕は、構造上の原因が起因とする場合は町の負担、管理者の故意・過失によ
るものは指定管理者が負担するほか、経年劣化や原因が特定できないものについての負担は
両者の協議によります。
　⑤通信費は、各年度、電話２回線分を見込んでいます。
　⑥印刷製本費は、申請書、封筒の印刷のほか、「案内のしおり」５００部（５年間）の作製を見込んでいます。
　⑦借上料等は、清掃用マットのリース料、ＮＨＫ受信料（衛生契約１、地上契約１）を見込んでいます。
　⑧項目は、想定されるものを表記してありますが、必要に応じて加筆・削除をしてください。



【参考】維持管理経費実績値
　○　収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円
	区　　　分
	令和６年度決算額
	

	斎苑利用料金
	４，２５９，０００
	遺体２８１件、動物９５件、供養塔２０件

	自主事業収入
	＊＊＊＊＊＊＊＊＊
	非開示情報

	合　　　計
	
	


　○　支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円
	区　　　分
	令和６年度決算額
	

	人件費
	給与・賃金等
	＊＊＊＊＊＊＊＊＊
	非開示情報

	施設管理料
	光熱水費（燃料費含む。）
	４，６４５，０４７
	下記参照

	
	消耗品費
	２２２，８８９
	今回の積算方法は募集要項を参照

	
	修繕料
	４４，６００
	今回の積算方法は募集要項を参照

	
	通信費
	７２，１０３
	今回の積算方法は募集要項を参照

	
	印刷製本費
	４７，３６４
	今回の積算方法は募集要項を参照

	
	保険料
	１５，７２０
	施設賠償責任保険

	
	再委託料　※１
	２，０５０，０００
	下記参照

	
	借上料
	９９，９７５
	今回の積算方法は募集要項を参照

	その他
	諸経費
	＊＊＊＊＊＊＊＊＊
	非開示情報

	
	消費税
	＊＊＊＊＊＊＊＊＊
	非開示情報

	合　　　計
	
	


　※１「再委託料」に含まれる業務の種類
	施設管理費
	清掃業務、消防用設備等保守点検業務、電気設備保安管理業務、自動ドア点検業務、機械警備業務、火葬炉保守点検業務、
ヒートポンプエアコン保守点検業務、換気機器（全熱交換器）
保守点検業務、給水ポンプ及び受水槽保守点検業務、汚水ポンプ保守点検業務、浄化槽保守点検及び清掃業務、除草・植栽管理業務、除雪業務、残骨灰処理業務


　○　光熱水費（燃料費含む。）の過去２年間の実績　　　　　　　　　　　単位：円
	科　　　目
	令和５年度
	令和６年度

	光熱水費（燃料費を含む。）
	４，０２４，１４４
	４，６４５，０４７


　○　その他
	上記決算額の解釈に関する注意事項
	・予定価格は、上記金額を参考としつつ、実勢を加味して積算しているため留意してください。





様式第４号

年　　月　　日

グ　ル　ー　プ　構　成　書


（グループの名称）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
[代表　構成団体]
	団体の役割
	

	所在地
	

	名称
	
	代表者名
	

	担当者名
	
	部署
	

	電話番号
	
	Ｅ‐ｍａｉｌ
	

	ＦＡＸ番号
	
	
	



[構成団体]
	団体の役割
	

	所在地
	

	名称
	
	代表者名
	

	担当者名
	
	部署
	

	電話番号
	
	Ｅ‐ｍａｉｌ
	

	ＦＡＸ番号
	
	
	



[代表　構成団体]
	団体の役割
	

	所在地
	

	名称
	
	代表者名
	

	担当者名
	
	部署
	

	電話番号
	
	Ｅ‐ｍａｉｌ
	

	ＦＡＸ番号
	
	
	


　備考：グループを結成して公募に参加する場合には、この様式を使用してください。
　　　　また、グループ構成団体の数が三者を上回る場合は、この様式に準じて様式を
　　　作成してください。
様式第５号

年　　月　　日

グ　ル　ー　プ　協　定　書


南三陸町長　　　　　　　様

グループ名
代表者　所在地　　　　　　　　　　　　　　　
法人等名称　　　　　　　　　　　　　
代表者氏名　　　　　　　　　　　　㊞

　南さんりく斎苑の指定管理者の公募に参加するため、募集要項に基づきグループを結成し、町との間における下記事項の関する権限を代表に委任して申請します。
　なお、当該件名の指定管理者に指定された場合は、各構成団体は、南さんりく斎苑の
指定管理者としての業務の遂行及び業務の遂行に伴い当共同事業体が負担する債務の履
行に関し、連帯して責任を負います。
	グループの名称
	

	グループの代表者
（受　任　者）
	＜代表構成団体＞
所　在　地
法人等名称
代表者氏名

	
	[グループにおける役割]

	グループ事務所所在地
	

	グループの構成団体
（委任者）
	＜構成団体＞
所　在　地
法人等名称
代表者氏名

	
	[グループにおける役割]

	
	＜構成団体＞
所　在　地
法人等名称
代表者氏名

	
	[グループにおける役割]

	グループの成立等
	設立日　　　　　　　年　　月　　日
　当グループの構成団体の脱退又は除名については、事前の町の承認がなければ、これを行うことができないものとします。

	委任事項
	１指定管理者の指定の申請に関する件
２協定等締結に関する件
３契約及び経費の請求受領に関する件
４その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	その他
	１　本協定書に基づく権利義務を他人に譲渡することはできません。
２　この協定書に定めのない事項については、構成団体全員
　で協議の上決定します。


（備考）　グループを結成して公募に参加する場合は、この様式を提出してください。
　　　　　また、グループの構成団体の数が三者を上回る場合には、この様式に準じて様式を作成してください。
























様式第６号

年　　月　　日

申　請　資　格　に　係　る　申　立　書

南三陸町長　　　　　　　　様

代表者　所在地　　　　　　　　　　　　　　　
法人等名称　　　　　　　　　　　　　
代表者氏名　　　　　　　　　　　　㊞


　南さんりく斎苑の指定管理者の募集に係る申請資格について、地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号に該当しない旨申し立てます。























様式第７号

年　　月　　日

納 税 義 務 が な い 旨 の 申 立 書

南三陸町長　　　　　　　　様

代表者　所在地　　　　　　　　　　　　　　　
法人等名称　　　　　　　　　　　　　
代表者氏名　　　　　　　　　　　　㊞

下記、税目（レがある税目）は、課税されていない旨申し立てます。

記

	税　　　　　目
	理　　　　　由

	法人の場合
	· 法人税
	

	
	· 法人事業税
	

	
	· 法人市（町）民税
	

	
	· 消費税・地方消費税
	

	
	· 固定資産税
	

	法人以外の場合
	· 所得税
	

	
	· 個人事業税
	

	
	· 消費税・地方消費税
	

	
	· 市（町）県民税
	

	
	· 固定資産税
	

	
	· 国民健康保険税
	







様式第８号
年　　月　　日
質　　　問　　　書

　南さんりく斎苑指定管理者募集要項等について、次のとおり質問します。
	施設名
	南さんりく斎苑

	法人その他の団体名
	

	代表者氏名
	

	担当者氏名
	

	電話・ＦＡＸ番号
	
	

	Ｅ‐ｍａｉｌ
	

	質問事項
	

	質問内容
	

	備考
	


※　質問事項が多い場合は、この様式に準じて様式を追加してください。

別紙


南さんりく斎苑指定管理者募集に係る公募説明会参加申込書

年　　月　　日

南三陸町長　　　　　　　　様

代表者　所在地　　　　　　　　　　　　　　　
法人等名称　　　　　　　　　　　　　
代表者氏名　　　　　　　　　　　　㊞

下記のとおり、南さんりく斎苑指定管理者募集に係る公募説明会に参加を申し込みます。

記
	職　　　名　　　等
	氏　　　　　　　名
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